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手法」を解説するのではなく、自身

の良さに光を当て、従来の「べき論」

から働く人と共に成長する方法を分

かりやすいプロセスで説明しています。 
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みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 

リーダーは、自分の部下が成果を上げることができるよう

に導いていく責任があります。ところが、世代間の仕事に

対する考え方の違いや、負っている責任の度合い、または

仕事の経験の差などから、思うように部下が育ってくれな

いと感じることがあります。 

 

その責任を「部下の能力不足」に転嫁する前にできること

はないでしょうか。リーダーシップの精度を高めるための

3つのコツを紹介します。 

 

リーダーシップの4つの 
スタイルを使い分ける 

組織心理学者、ケン・ブランチャードによると、リーダー

シップには図のように4つの基本スタイルがあります。 

 

 

【指示型と援助型】 

リーダー行動には「指示的行動＝具体的なやり方や期限を

明確に伝え、部下の行動を細かく監督すること」と「援助

的行動＝部下の話をよく聞き、その努力に対して承認や励

ましを与えること」の二つがあります。 

部下のタイプや業務の状況によってタイプを使い分ける

べきであるというのがこの理論の要旨です。例えば、「や

る気があるが知識経験が少ない」タイプの部下には「指示

型」でやるべきことを明確にしたほうが安心して働くこと

ができます。 

 

【コーチ型】 

一方「知識は増えたが応用力がない」段階に至った部下に

は「コーチ型」で問いかけを加えて、考えるクセをつける

ほうが適しているでしょう。 

 

リーダーシップをうまく発揮できない場合、このように

「リーダーシップのタイプを相手によって使い分ける」こ

とを試してみてください。 

 

時間の使い方について一緒に考える 
「仕事の優先順位がわからない」ことは、リーダーが部下

の仕事ぶりを悪いと感じる一つのポイントとなります。 

 

毎朝１分間でタスク処理の優先順位について話し合い、優

先順位の高いタスクから順にスケジュールに組み込むこ

とを教えましょう。タスクは日報のように目に見える形で

記録すると、後での振り返りが楽にできます。 

 

一日の終わりに部下の行った業務を 
確認して、コメントする 

部下の一日の仕事ぶりを確認して、何かのコメントをして

あげることも大事です。 

 

コメントが「指摘や注意」に偏っていると感じたなら、時々

は「褒めるポイント」を探し、一緒に達成感を共有する姿

勢を見せることも有効でしょう。コメントのポイントは

「短い時間でコメントし、毎日継続する」ことです。部下

との接触頻度を高めることで新たな発見が見つかるでし

ょう。 

「部下が使えない」と嘆く

前にするべき３つのこと 

 

リーダーシップが発揮できない時、その責任

を部下の能力不足に転嫁させたくなることも

あります。 



 

 

みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 

ベネッセの顧客情報漏洩事件は大々的に報道され、同社に

少なくないダメージを与えました。 

 

ところが、情報漏洩をし、逮捕された関連会社派遣社員個

人に対して、会社が巨額の損害賠償請求をしたとしても、

実際に損失額を賠償させることは難しいでしょう。 

 

ということは、違反者に対する罰よりもむしろ情報漏洩予

防策を考えることを優先しなければなりません。 

 

会社は労務管理上どのような情報管理体制を整えなけれ

ばならないでしょうか。 

 

情報価値の調査 
ベネッセの事件は「子どもやその親の情報に価値があっ

た」ことに起因しています。 

 

まずは自社がどのような営業秘密情報を抱えていて、その

価値はどれほどかを調べるところからはじめましょう。 

 

下の囲みは代表的な営業秘密情報ですが、例えばこれらの

中で「自社が取り扱う情報はどれか、またそのうちどれの

価値が高く、厳格に管理する必要があるか」について検討

をすすめます。 

 

 

特許情報／新製品にかかる情報／経営戦略にかかる情報

／仕入れ先・取引先にかかる情報／価格にかかる情報／顧

客カルテその他顧客情報、DM 等発送リスト等/人事評価

制度にかかる情報／従業員の個人情報／財務・人事等に関

する情報 

 

 
 

管理者権限の与え方と 
監視ルールの確立 

管理すべき情報が特定できたら、次にその情報にアクセス

できる権限と監視の仕方を決めます。不正競争防止法によ

り保護される営業秘密情報とは「秘密情報として実際にき

ちんと管理されている」ものに限られます。 

 

下記の囲みの例を参考に、管理方法を決めていきましょう。 

 

 

データベースからのダウンロード禁止／デバイス（USB

メモリなど）の使用制限／PCの社外持ち出し制限／デー

タベースへのアクセス記録の監視／コピー・印刷・複製の

制限／来訪者情報の記録／管理者の特定／セキュリティ

ーに関する社内教育と実施記録 

 

 

クリアデスク・クリアスクリーンの 
習慣化 

情報漏洩を起こさないためには、日常的な整理整頓の意識

づけが重要です。 

 

机の上に重要な情報を置きっぱなしにしたり、PCのスク

リーンに重要なファイルを開いたままにしたりすると、情

報漏洩リスクが高くなります。 

 

クリアデスク 離席時、机の上に書類を放置しない取り組み 

クリア 

スクリーン 

離席時、パソコンのスクリーンに作業中のファ

イルを開いたままにせず、都度スクリーンロッ

クなどの措置をする取り組み 

 

企業秘密情報の管理についてのお問い合わせはお気軽に

当事務所までお寄せください。 

情報漏洩事故を起こさ
ないための労務管理 

 

 

ベネッセの顧客情報漏洩事件を教訓とするた

めに、会社はどのような情報管理体制を整え

ればよいでしょうか。 



 

 

みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 
2014年度もまもなく後半に差し掛かり、転勤や配置転換

などの人事異動が比較的多い時期になりました。この人事

異動を従業員から拒否されてしまった場合、会社としては

どのように対応すればよいでしょうか。本稿では転勤など

人事異動の進め方について解説します。 

 

前提：人事異動に関する 
会社の裁量は広い 

解雇については大変厳しく制限されますが、対照的に転勤

命令などの人事異動については会社に広く裁量権が認め

られています。 

 

正当な理由で転勤命令をしたにも関わらず従業員がそれ

を拒否する場合、会社はその者を解雇することも可能です。

ただし、会社の裁量が広くても、以下のポイントは押さえ

ておく必要があります。 

 

1.人事異動（転勤や配置転換など）の 
可能性をあらかじめ伝える 

就業規則および個別に取り交わす雇用契約書などにおい

て、「転勤や配置転換などの人事異動をする可能性がある

こと」を明確にしておきましょう。 

 

古い雇用契約書の中には「転勤なし」や「職種は○○に限

る」など、勤務地や職種を限定するような表現がされてい

るかもしれませんので注意が必要です。 

 

2.人事異動に「積極的な理由」を 
つける 

いくら会社の人事裁量権が大きくても、人事異動の目的が

「やめさせること」や「嫌がらせ」などのネガティブなも

のの場合、原則として人事異動命令が正当とはみなされな

いでしょう。 

 

あくまでも「現状をよくするための手段」として人事異動

をするという積極的な理由が必要です。 

積極的な理由とは、例えば以下のようなものです。 

 

積極的理由 理由の例 

① 人材の再活用

のため 

今の場所や職種だと能力が発揮できな

いから、異動により活躍してほしい 

② 教育指導のた

め 

今の職場で仕事の能率が悪くたるんで

いるから、厳しい部署に異動して指導

を受けて成長してほしい 

③ 新規事業開拓

のため 

新しい支店の立ち上げメンバーとして

活躍してほしい 

 

3.家庭の事情を考慮する 
勤務地が変わる転勤の場合、家庭の事情も考慮することが

大切です。例えば両親の介護を行っている、身内に障害を

持つ者がいるなど特別の事情がある場合、転勤が大きくそ

の者の生活環境に影響を与えるため、注意が必要です。 

 

転勤命令をする前に、あらかじめ家庭の事情（特に家族の

健康状態など）について聞いておくことが望ましいでしょ

う。 

 

4.正当な人事異動であれば毅然と 
して命令する 

過度に慎重になって会社が従業員の都合や主張を聞きす

ぎると、会社の人事権そのものが弱くなってしまいます。 

 

「わがままを言えば認められる」という風潮にならないよ

う、正当な理由のない人事異動拒否は毅然と認めない勇気

も必要です。 

 

転勤命令を拒否した 

従業員を解雇できるか 

会社の転勤命令を拒否したことを理由として

従業員を解雇することはできるでしょうか。 



 

 

みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 
「リーダーになりたくないのになってしまった」これは経

営者の方には理解し難い部下の悩みなのかもしれません。 

 

本著は「リーダーシップの手法」を解説するのではなく、

自身の良さに光を当て、従来の「べき論」から働く人と共

に成長する方法を分かりやすいプロセスで説明していま

す。 

 

リーダーらしさへの思い込み 
自分がリーダー向きの性格ではないのに、任命されてしま

った。自分の部下がこのように思っていたらとても不本意

です。 

 

こちらはきちんとした判断基準から選出しているのに、そ

の職務についてのモチベーションが低い状態を見ると、自

分が抱いた期待に対して裏切られた気持ちになるかもしれ

ません。 

 

リーダーに任命されると、それを望んでいなかった人材の

多くは「もっとしっかりしよう！」など、リーダー向きの

性格になろうとしてしまい、本人も部下も苦しめることに

なるケースが少なくないと筆者は言っています。 

 

部下の力を最大限に引き出す 
５ステップ 

リーダーという役割は「自分がリーダーシップをとる」で

はなく「部下の力を最大限に引き出すこと」です。そのた

めに筆者は5つのステップでその方法を解説しています。 

 

STEP1：部下との間に信頼関係を構築する 

STEP2：部下との間に相談しやすい雰囲気を作る 

STEP3：部下の本音を認めてあげる 

STEP4：質問を使って部下のやる気を引き出す 

STEP5：フィードバックで部下の行動を後押しする 

 

「だ行」の言葉には要注意！ 
まず、部下の積極性を引き出すた

めに、STEP1からSTEP3までを

実施するのですが、その際に部下

から相談を受ける機会は多々あり

ます。 

 

回答の話し始めに「だ行」の言葉

を使うことで、せっかく養われた

部下の積極性が損なわれる恐れが

ありますので、注意が必要です。 

 

<だ行の言葉例> 

「でも」 「だって」 「どうせ」 「だから」 

「ですから」 「どうしろと」 「ダメ」 

 

 

リーダーがすべきフィードバック 
部下が積極性を持ち、やる気を引き出した後、リーダーは

効果的なフィードバックによって行動に結びつける必要が

あります。 

 

リーダーが指示をする上での大事な 3つのポイントをご紹

介します。 

 

 自分の意見は押し付けない 

 タスクの期限はリーダーが決める 

 段取りもきちんときめる 

 

リーダーになるということを目的とせず、あくまでも部下

の成長やパフォーマンスに目を向けることで効果的な組織

構築ができるようになります。ぜひ、新たにリーダーにな

る人材やリーダーとして悩みを抱えている人材に読ませた

い一冊といえるでしょう。 

ダメリーダーでもできた! 
できるチームを動かす5つのステップ 

後藤 功太 著 

単行本：207ページ 

出 版：秀和システム 

価 格：1,400円（税抜） 

 



 

 

みよた社会保険労務士事務所 

労務管理や助成金などのご相談がござい

ましたら、お気軽に当事務所までお問い合

わせください。 

当事務所へのお問い合わせについて
 

今月の月刊 社労士みよた＋ Plusはいかがでしたか？ 

来月も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。 

 

なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

みよた社会保険労務士事務所 

所長 御代田 裕介 

所在地 

〒963-8024 

福島県郡山市朝日一丁目20番11号 

オフィスイン21 305号 

営業時間 平日9:00～18:00 

電話 024‐983‐0735 

FAX 024‐983‐0736 

メール info@office-miyota486.com 

 

 
所長よりあいさつ 
 

暑さも一段落し、朝夕はちょっと肌寒いくらいです。いかがお過ごしですか？ 

 

この夏も、何かにとりつかれたように２５メートル一杯分くらいのビールを飲み干しましたが、 

スーパーやコンビニの新商品に「秋」の名を冠するビールが並ぶようになり、秋の訪れを感じております。 

皆様にとって、秋の訪れを感じる瞬間っていつでしょうか？実りの多い秋になるといいですね。 

 

今月もよろしくお願いいたします。

当事務所からの 

お知らせ 

mailto:info@office-miyota486.com


 

 

みよた社会保険労務士事務所 

自社の労務管理体制を今一度チェックしてみましょう。FAXかメールでお送りいただければ、具体的なフィードバック

をいたします。 

 

チェック項目  

No チェック項目 YES NO 

１ 就業規則に「人事異動」についての記載がある □ □ 

２ 

No.1が「YES」の場合、以下のどの異動についての表現があるか○してください 

 

転勤 ・ 配置転換 ・ 職種の変更 ・ 転籍 ・ 出向 ・ その他（     ） 

3 雇用契約書に転勤の可能性の有無について記載がある □ □ 

4 勤務地を限定して雇用した職員がいる □ □ 

5 職種を限定して雇用した従業員がいる □ □ 

6 従業員の家族の健康状態について情報を入手する方法をもっている □ □ 

7 転勤の場合、金銭的な補助をする制度がある □ □ 

8 人事異動命令時、人事異動の「積極的な理由」を文書化して提示している □ □ 

9 人事異動をめぐって労使トラブルに発展したことがある □ □ 

 

 

FAXのご返送は 024‐983‐0736 まで 
 

 貴社名    ご担当者名   

 ご住所    E-mail   

 TEL    ご要望を 

 お書きください 

  

 FAX   

 

人事異動トラブル予防チェックリスト 

 

2014年版チェックシート 


